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○土砂・洪水氾濫による被害発生時、土砂とともに流出した大量の流木が確認される。

○こうした流木が、土砂・洪水氾濫による被害を増大させている。

○土砂・洪水氾濫時に流出する流木に対し、取組みを進める必要がある。
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土砂・洪水氾濫に伴う流木について
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○土砂・洪水氾濫時に流出する流木に対する効率的、効果的な施設整備を進めるため、流出流木
量の算定手法や、被害想定、施設配置手法等の検討が必要。
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土砂・洪水氾濫に伴う流木について

代表的な現状の課題

○発生流木量の調査手法、流出流木量の推定手法
・広い流域で発生する流木量を推定する手法がない
・実際に流出する流木量を推定する手法がない

○被害想定手法
流木による被害は、流木による家屋損壊等の直接的な被害の

ほか、流木が橋梁等を埋塞することによる浸水被害の拡大、沿岸
域における漁業被害など、様々な形態があるが、それぞれの被害
を定量的に推定する手法がない

○施設配置計画策定手法
流出流木量、想定される被害に応じた施設配置計画を検討する

手法がない

海岸に漂着した流木

流木による浸水被害の拡大

流木による家屋の損壊
今年度検討

第5回検討会資料に加筆

次年度検討予定



対象とする現象の位置づけ

「河川砂防技術基準（計画編）基本計画編」より
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○土砂・洪水氾濫対策計画策定のための流域分割を用いて、計算上流域、支川流域、土石流対策
を実施する流域、土砂・洪水氾濫計算実施区間に区分する。

○計算上流域、支川流域、土石流対策を実施する流域からの流出流木量は、『砂防基本計画策定
指針（土石流・流木対策編）「2.6.2計画流出流木量の算出方法」』に準じて算出する。

○土砂・洪水氾濫計算の計算区間からの流出流木量は、土砂・洪水氾濫計算による計算結果をもと
に算定する。

○流木量の算出に際しては、流域の状況に応じて、森林整備の計画等を考慮するものとする。

土砂・洪水氾濫時に流出する流木量に関する基本的な考え方（案）

土砂・洪水氾濫時に流出する流木量算定手法の概念図

想定トラブルスポットor計画基準点
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計算上流域、支川流域、土石流対策を実施する渓流からの発生、流出流木量算定方法（案）

○河床勾配10度以上の範囲からの発生流木量は、土石流に伴い生産、流出するものとして算出す
る。生産流木量に流木流出率（０．８～０．９）を乗じて、流出流木量とする。

10
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A B A+B=10 m
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10m×10mの中にある立木の直径と高さを把握し、
単位面積あたり材積量(m3/100m2)を算定
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土砂・洪水氾濫計算の計算区間からの発生流木量算定手法（案）

○河床勾配10度未満の土砂・洪水氾濫計算区間からの発生流木量は、

①河床変動による洗堀、②洪水流の流体力により樹木が倒れ（倒伏）て流木化すると想定する。

○河床変動計算から算定された最大侵食深により、以下の区間に分けて検討する。

①河床変動計算期間中の最大侵食深が
主要樹種の根茎長以上となる範囲

根茎長 ＜ 最大侵食深 →流木化

②最大侵食深が樹種の根茎長未満となる範囲

立木の耐力 ＜ 外力となる場合 →倒伏し流木化
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外力：河床変動計算結果から得られる流速、水深から算定



土砂・洪水氾濫計算の計算区間からの流出流木量算定手法（案）

○土砂・洪水氾濫計算の計算区間からの流出流木量は、発生流木量から谷次数毎の堆積流木量を
減じて算出するものとする。谷次数毎の堆積流木量は、当該流域又は周辺流域で発生した過去の
流木災害の結果を参考に定めることとする。（当該災害が無い場合は、全国の災害事例を参考に
設定する）

（赤沼ほか2019：砂防学会研究発表会概要集）

＜筑後川右岸河川・砂防復旧技術検討委員会＞

赤谷川流域全体での発生流木量は約39.2千m3であり、そのうち
筑後川へは約24.6千m3の流木が流出したと推察されることから
、流出率は約62.8％と報告されている。

＜水系砂防における流木流出率に関する事例整理＞

平成23年新潟福島豪雨による信濃川水系魚野川
支川登川の事例として0.22～0.84、平成29年九州北
部豪雨による筑後川水系赤谷川の事例として0.29～
0.70が報告されている。
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土砂・洪水氾濫時に流出する流木算定手法の概念図

侵食、又は流体力と流木耐力との関係から流木生産される区間
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土砂・洪水氾濫時に流出する流木量を算定する上での課題

○側岸侵食について
一次元河床変動計算では、側岸侵食に伴う川幅の変化は表現できない。そのため、本手法では

側岸侵食に伴う流木発生は計算できないことから、発生流木量は実際の現象に比べて過小評価と
なり得ることに留意が必要。

○流木化の形態について
本手法では、緩勾配区間における流木の発生形態を単純化している。河床低下により不安定と

なった立木がその後の洪水流により流木化する等、実現象としては今回想定していない形態で発生
する流木があると考えられる。

○計算された流出流木量の妥当性の確認について
広い流域から流出する流木の量について、これまで「ダム貯水池流木対策の手引き（案）」（平成30

年３月）や小森ら「流域スケールでの流出流木量の推計モデルの構築」（小森ら，2019年6月）によっ
て推定式や推計モデルが考案されている。これらの参考資料によってその結果の妥当性を確認する
ことも考えられる。

○流木の発生、堆積について（今後の被害想定に関わる課題）
高確率降雨時の発生流木量をどう見込むべきか。
計画規模の降雨に伴う洪水時に、流木の堆積が生じることを想定するべきか。
一方、高確率降雨の流量により流木を流しうる水位が想定されない場合は、流木が堆積すること

を想定するべきか。
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今後の検討方針

○本日のご意見を踏まえ改めて検討を行った上で、本日説明した事項を主
な内容とする「土砂・洪水氾濫時に流出する流木への対策に関する基本的
な考え方（案）」を、来年度前半を目標にとりまとめる。

○直轄砂防事業実施流域において、本手法に基づく流木対策計画の検討
を進める。

○引き続き、被害想定手法等の検討を行う。
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被害想定手法の立案に向けた現時点での作業方針（案）

○先ず、トラブルスポットに着目した被害想定手法を検討中

・土砂・洪水氾濫の被害が想定されるエリアを基本としてトラブルスポットの候補地点を抽出
・閉塞した場合の保全対象の有無等を確認し、現地で構造物の諸元や河川の諸元、河道状況等を確認
・その結果を踏まえてトラブルスポットでの流木による閉塞の判定を行い、流木による影響範囲を検討
・流木による被害額の算出（流木閉塞を見込まない場合との差分）を行う 等
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